
参考１政府の基本方針における安全・安心シンクタンクの位置付け

第６期科学技術・イノベーション基本計画】
第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策
１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革
（３）レジリエントで安全・安心な社会の構築
(c)具体的な取組
⑥安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組

安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基盤
となる科学技術力を強化するため、分野横断的な取組を実施する。

〇国⺠生活、社会経済に対する脅威の動向の監視・観測・予測・分析、国内外の研究開発動向把握や人文・社会

科学の知見も踏まえた課題分析を行う取組を充実するため、安全・安心に関する新たなシンクタンク機能の
体制を構築し、今後の安全・安心に係る科学技術戦略や重点的に開発すべき重要技術等の政策提言を行う。
そのため、2021 年度より新たなシンクタンク機能を立ち上げ、2023 年度を目途に組織を設立し、政策提言
を実施する。 【内閣官房、科技、関係府省】

【経済財政運営と改革の基本方針2022】
第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（２）経済安全保障の強化
(前略)

半導体、レアアースを含む重要鉱物、電池、医薬品等を始めとする重要な物資について、供給途絶リスクを将来
も見据えて分析し、物資の特性に応じて、基金等の枠組みも含め、金融支援や助成などの必要な支援措置を整備す
ることで、政府として安定供給を早急に確保する。基幹インフラの事前審査制度について、各省における事業者か
らの相談窓口の設置を含め円滑な施行に向けた取組を進める。シンクタンクを立ち上げるとともに、先端的な重要
技術の育成を進めるプロジェクトを早急に強化し、速やかに 5,000 億円規模とすることを目指して、実用化に向
けた強力な支援を行う。特許出願の非公開制度について、必要なシステム整備を含め円滑な施行に向けた取組を進
める。

(後略)


